
柏市立小学校及び中学校職員服務規程  
昭 和 39 年 4 月 1 日  

(教 )訓 令 第 1 号  

〔 注 〕 平 成 6 年 か ら 改 正 経 過 を 注 記 し た 。  

 

(趣 旨 ) 

第 1 条  こ の 訓 令 は ， 柏 市 立 小 学 校 及 び 中 学 校 管 理 規 則 (昭 和 39 年 柏 市 教

育 委 員 会 規 則 第 1 号 )第 45 条 の 規 定 に よ り ， 柏 市 立 小 学 校 及 び 中 学 校 の

職 員 の 服 務 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

(平 20 教 委 訓 令 4・ 一 部 改 正 ) 

 

(服 務 の 原 則 ) 

第 2 条  職 員 は ， 法 令 そ の 他 の 規 程 に 定 め る も の の ほ か ， こ の 訓 令 の 定 め

る と こ ろ に よ り ， 誠 実 に 服 務 し な け れ ば な ら な い 。  

 

(身 分 証 明 書 ) 

第 3 条  身 分 証 明 書 は ， 新 た に 職 員 に 採 用 さ れ た と き に 交 付 し ， 職 員 は ，

常 に 身 分 証 明 書 を 携 帯 し な け れ ば な ら な い 。  

2 前 項 の 身 分 証 明 書 は ， そ の 者 が 退 職 し ， 免 職 さ れ ， 若 し く は 失 職 し ，

又 は 死 亡 し た と き に 返 還 す る も の と し ， そ の 間 ， 職 員 は ， こ れ を 他 人 に

譲 渡 し ， 又 は 貸 与 し て は な ら な い 。  

3 職 員 は ， 第 1 項 の 身 分 証 明 書 の 記 載 事 項 に 変 更 を 生 じ た と き は ， そ の

旨 を 直 ち に 校 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

(平 6 教 委 訓 令 1・ 平 15 教 委 訓 令 3・ 一 部 改 正 ) 

 

(居 住 所 ) 

第 4 条  職 員 は ， 着 任 後 直 ち に そ の 住 所 又 は 居 所 を 校 長 に 届 け 出 な け れ ば

な ら な い 。  

(平 6 教 委 訓 令 1・ 平 7 教 委 訓 令 2・ 平 20 教 委 訓 令 4・ 一 部 改 正 ) 

 

(出 勤 ) 

第 5 条  職 員 は ， 所 定 の 出 勤 時 刻 ま で に 出 勤 し ， 直 ち に 自 ら 出 勤 簿 に 出 勤

し た 旨 を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。  



2 職 員 は ， や む を 得 な い 理 由 に よ り ， 所 定 の 出 勤 時 刻 ま で に 出 勤 す る こ

と が で き な い と き は ， 直 ち に 校 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

 

(勤 務 中 の 離 席 ) 

第 6 条  職 員 は ， 勤 務 中 に 勤 務 の 場 所 を 離 れ よ う と す る と き は ， 校 長 又 は

分 校 主 任 の 許 可 を 受 け ， 自 己 の 所 在 を 明 ら か に し な け れ ば な ら な い 。  

 

(時 間 外 勤 務 命 令 ) 

第 7 条  職 員 (職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 (昭 和 27 年 千 葉 県 条 例 第 50 号 。 以

下 「 職 員 給 与 条 例 」 と い う 。 )第 1 条 の 2 第 4 項 に 規 定 す る 教 育 職 員 を

除 く 。 )は ， 勤 務 時 間 外 に 勤 務 を 命 じ ら れ た と き は ， 時 間 外 勤 務 等 命 令

簿 に そ の 命 令 を 受 領 し た 旨 を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。  

2 校 長 は ， 前 項 の 時 間 外 勤 務 等 命 令 簿 に 基 づ き ， 時 間 外 勤 務 手 当 等 整 理

簿 に 所 要 事 項 を 記 載 し ， 整 理 し て お か な け れ ば な ら な い 。  

(平 6 教 委 訓 令 1・ 平 6 教 委 訓 令 2・ 平 11 教 委 訓 令 2・  

平 15 教 委 訓 令 3・ 平 20 教 委 訓 令 4・ 一 部 改 正 ) 

 

(育 児 及 び 看 護 を 行 う 職 員 の 深 夜 勤 務 の 制 限 の 請 求 手 続 等 ) 

第 7 条 の 2 職 員 は ， 深 夜 勤 務 制 限 請 求 書 に よ り ， 深 夜 に お け る 勤 務 の 制

限 を 請 求 す る 一 の 期 間 (6 月 以 内 の 期 間 に 限 る 。 )に つ い て ， そ の 初 日 及

び 末 日 と す る 日 を 明 ら か に し て ， そ の 初 日 の 1 月 前 ま で に 職 員 の 勤 務 時

間 ， 休 暇 等 に 関 す る 条 例 (平 成 7 年 千 葉 県 条 例 第 1 号 )第 8 条 の 2 第 2 項

及 び 第 4 項 の 規 定 に よ る 請 求 を 校 長 を 経 由 し て 教 育 委 員 会 に 行 う も の と

す る 。  

2 職 員 は ， 職 員 の 勤 務 時 間 ， 休 暇 等 に 関 す る 規 則 (平 成 7 年 千 葉 県 人 事 委

員 会 規 則 第 2 号 。 以 下 「 職 員 勤 務 時 間 等 規 則 」 と い う 。 )第 4 条 の 4 第 5

項 若 し く は 第 6 項 又 は 第 4 条 の 5 の 2 第 4 項 若 し く は 第 5 項 に 該 当 す る

事 由 が 生 じ た と き は ， 遅 滞 な く 育 児 又 は 看 護 の 状 況 変 更 届 を 校 長 を 経 由

し て 教 育 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

(平 15 教 委 訓 令 3・ 追 加 ， 平 21 教 委 訓 令 2・ 一 部 改 正 ，  

平 29 教 委 訓 令 3・ 一 部 改 正 ) 

 

 



(出 張 命 令 ) 

第 8 条  職 員 は ， 出 張 を 命 じ ら れ た と き は ， 職 員 給 与 条 例 第 1 条 の 2 第 1

項 第 2 号 に 規 定 す る 職 員 に あ っ て は 職 員 の 旅 費 に 関 す る 規 則 (昭 和 29 年

千 葉 県 人 事 委 員 会 規 則 第 2 号 )第 4 条 第 1 項 に 規 定 す る 旅 行 命 令 簿 に ，

そ の 他 の 職 員 に あ っ て は 旅 行 命 令 簿 に そ の 命 令 を 受 領 し た 旨 を 記 載 し な

け れ ば な ら な い 。  

2 出 張 を 命 じ ら れ た 職 員 は ， 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と き は ， 速 や か に

校 長 の 指 揮 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 た だ し ， 校 長 の 宿 泊 を 要 す る 県 外

出 張 に あ っ て は ， 教 育 長 の 指 揮 を 受 け る も の と す る 。  

(1) 用 務 の 都 合 に よ り ， 受 領 し た 命 令 の 内 容 を 変 更 す る 必 要 が 生 じ た

と き 。  

(2) 不 可 抗 力 そ の 他 特 別 の 理 由 に よ り ， 旅 行 で き な い と き 又 は 旅 行 を

継 続 す る こ と が で き な い と き 。  

3 出 張 を 命 ぜ ら れ た 職 員 は ， 当 該 出 張 か ら 帰 校 し た 場 合 に は ， 帰 校 し た

日 か ら 5 日 以 内 に 復 命 書 を 校 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し ， 用

務 が 軽 易 な 事 項 で あ る と 校 長 が 認 め る と き は ， 口 頭 で 復 命 す る こ と が で

き る 。  

(平 6 教 委 訓 令 1・ 平 15 教 委 訓 令 3・ 平 20 教 委 訓 令 4・ 一 部 改 正 ) 

 

(研 修 ) 

第 9 条  教 員 は ， 教 育 委 員 会 又 は 校 長 の 命 じ る も の を 除 き ， 勤 務 場 所 を 離

れ て 研 修 を 行 お う と す る と き は ， 課 業 期 間 (授 業 を 行 う 期 間 を い う 。 以

下 同 じ 。 )に お い て 研 修 を 行 お う と す る と き に あ っ て は 当 該 研 修 を 行 う

日 の 前 日 か ら 起 算 し て 2 日 前 の 日 ま で に ， 長 期 休 業 期 間 (課 業 期 間 以 外

の 期 間 を い う 。 以 下 同 じ 。 )に お い て 研 修 を 行 お う と す る と き に あ っ て

は 当 該 長 期 休 業 期 間 の 初 日 の 前 日 か ら 起 算 し て 6 日 前 の 日 ま で に ， 研 修

承 認 簿 に 所 要 事 項 を 記 載 し て ， 校 長 の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 な

お ， 長 期 休 業 期 間 に お い て 行 う 研 修 に つ い て は 研 修 計 画 書 を 添 え な け れ

ば な ら な い 。  

2 前 項 の 承 認 を 受 け た 教 員 は ， 課 業 期 間 に お い て 研 修 が 行 わ れ た と き に

あ っ て は 当 該 研 修 の 終 了 後 5 日 以 内 に ， 長 期 休 業 期 間 に お い て 研 修 が 行

わ れ た と き に あ っ て は 当 該 長 期 休 業 期 間 の 終 了 後 5 日 以 内 に ， 研 修 報 告

書 を 校 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  



(平 14 教 委 訓 令 5・ 全 改 ) 

 

(休 暇 ) 

第 10 条  職 員 は ， 休 暇 を 取 得 し よ う と す る 場 合 は ， 次 項 か ら 第 8 項 ま で

に 規 定 す る 場 合 を 除 き ， 服 務 整 理 簿 に 所 要 事 項 を 記 載 し て 校 長 の 承 認 を

受 け な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て ， 取 得 し よ う と す る 休 暇 が 職

員 勤 務 時 間 等 規 則 第 9 条 第 4 号 に 掲 げ る 事 由 に よ る 特 別 休 暇 で あ る と き

は ， ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 計 画 書 を 校 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

2 職 員 は ， 年 次 休 暇 を 取 得 し よ う と す る 場 合 は ， あ ら か じ め 服 務 整 理 簿

に 所 要 事 項 を 記 載 し て 校 長 に 請 求 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し ， 校 長 の

引 き 続 き 5 日 以 上 に わ た る も の は ， 休 暇 申 請 書 に よ り 教 育 長 に 請 求 し な

け れ ば な ら な い 。  

3 職 員 は ， 8 日 以 上 に わ た る 療 養 休 暇 を 取 得 し よ う と す る 場 合 (次 項 に 規

定 す る 場 合 を 除 く 。 )は ， 療 養 休 暇 承 認 申 請 書 に 医 師 の 診 断 書 を 添 え て

校 長 に 提 出 し ， そ の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

4 職 員 は ， 結 核 性 疾 患 に よ る 療 養 休 暇 を 取 得 し よ う と す る 場 合 は ， 結 核

療 養 休 暇 承 認 申 請 書 に 医 師 の 診 断 書 を 添 え ， 校 長 を 経 由 し て 教 育 長 に 提

出 し ， そ の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

5 女 子 職 員 は ， 出 産 に よ る 特 別 休 暇 を 取 得 し よ う と す る 場 合 は ， 出 産 休

暇 届 に 医 師 の 診 断 書 を 添 え ， 校 長 を 経 由 し て 教 育 長 に 届 け 出 な け れ ば な

ら な い 。  

6 職 員 は ， 看 護 休 暇 を 取 得 し よ う と す る 場 合 は ， 承 認 を 受 け よ う と す る

期 間 の 初 日 の 前 日 か ら 起 算 し て 5 日 前 の 日 ま で に ， 看 護 休 暇 承 認 申 請 書

に 看 護 休 暇 承 認 (申 請 )期 間 表 を 添 え ， 校 長 に 提 出 し ， そ の 承 認 を 受 け な

け れ ば な ら な い 。  

7 校 長 は ， 前 項 の 看 護 休 暇 承 認 申 請 書 の 内 容 か ら は ， 負 傷 ， 疾 病 又 は 老

齢 に よ る 看 護 で あ る こ と が 明 ら か で な く ， 看 護 休 暇 の 承 認 の 適 否 を 判 断

で き な い 場 合 は ， 医 師 の 診 断 書 又 は 被 看 護 人 の 負 傷 ， 疾 病 若 し く は 老 齢

の 状 況 を 客 観 的 に 判 断 で き る 国 ， 都 道 府 県 若 し く は 市 町 村 が 発 行 す る 証

明 書 等 の 写 し の 提 出 を 職 員 に 求 め る こ と が で き る 。  

8 校 長 は ， 療 養 休 暇 (結 核 性 疾 患 に よ る も の を 除 く 。 )， 特 別 休 暇 (女 子 職

員 の 出 産 に よ る も の を 除 く 。 )及 び 組 合 休 暇 で あ っ て ， 引 き 続 き 5 日 以

上 に わ た る も の を 取 得 し よ う と す る 場 合 に あ っ て は 休 暇 申 請 書 を ， 看 護



休 暇 を 取 得 し よ う と す る 場 合 に あ っ て は 看 護 休 暇 承 認 申 請 書 を ， 教 育 長

に 提 出 し て そ の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

(平 7 教 委 訓 令 2・ 全 改 ， 平 8 教 委 訓 令 3・ 平 9 教 委 訓 令 1・  

平 11 教 委 訓 令 2・ 平 15 教 委 訓 令 3・ 平 18 教 委 訓 令 2・ 一 部 改 正 ) 

 

(専 従 許 可 ) 

第 10 条 の 2 職 員 は ， 職 員 団 体 の 業 務 に 専 ら 従 事 す る こ と に つ い て の 許 可

(以 下 「 専 従 許 可 」 と い う 。 )を 受 け よ う と す る と き は ， 専 従 許 可 願 を 校

長 を 経 由 し て 任 命 権 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

(平 6 教 委 訓 令 1・ 一 部 改 正 ) 

 

(育 児 休 業 等 ) 

第 10 条 の 3 職 員 は ， 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 (平 成 3 年 法

律 第 110 号 。 以 下 「 育 児 休 業 法 」 と い う 。 )第 2 条 第 1 項 に 規 定 す る 育

児 休 業 の 承 認 を 受 け よ う と す る と き は ， 育 児 休 業 (育 児 休 業 延 長 )承 認 請

求 書 に 当 該 承 認 の 請 求 に 係 る 子 の 氏 名 ， 生 年 月 日 及 び 職 員 と の 続 柄 等

(当 該 子 が 同 項 に お い て 子 に 含 ま れ る も の と さ れ る 者 に 該 当 す る 場 合 に

あ っ て は ， そ の 事 実 。 第 3 項 に お い て 同 じ 。 )を 証 す る 書 類 を 添 付 し て

校 長 を 経 由 し て 任 命 権 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い

て ， 当 該 請 求 が 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 (平 成 4 年 千 葉 県 条 例 第 1

号 。 以 下 「 職 員 育 児 休 業 等 条 例 」 と い う 。 )第 3 条 の 規 定 に 該 当 す る と

き は ， こ れ ら の 書 類 に 同 条 の 特 別 の 事 情 を 説 明 す る 書 類 を 添 付 し な け れ

ば な ら な い 。  

2 職 員 は ， 育 児 休 業 法 第 3 条 に 規 定 す る 育 児 休 業 の 期 間 の 延 長 の 承 認 を

受 け よ う と す る と き は ， 前 項 前 段 に 規 定 す る 書 類 に 当 該 承 認 の 延 長 を 必

要 と す る 事 情 を 説 明 す る 書 類 を 添 付 し て 校 長 を 経 由 し て 任 命 権 者 に 提 出

し な け れ ば な ら な い 。  

3 職 員 は ， 育 児 休 業 法 第 10 条 第 1 項 に 規 定 す る 育 児 短 時 間 勤 務 の 承 認 を

受 け よ う と す る と き は ， 育 児 短 時 間 勤 務 承 認 請 求 書 に 当 該 承 認 の 請 求 に

係 る 子 の 氏 名 ， 生 年 月 日 及 び 職 員 と の 続 柄 等 を 証 す る 書 類 を 添 付 し て 校

長 を 経 由 し て 任 命 権 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て ，

当 該 請 求 が 職 員 育 児 休 業 等 条 例 第 11 条 の 規 定 に 該 当 す る と き は ， こ れ



ら の 書 類 に 同 条 の 特 別 の 事 情 を 説 明 す る 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な

い 。  

4 第 2 項 の 規 定 は ， 育 児 休 業 法 第 11 条 第 1 項 に 規 定 す る 育 児 短 時 間 勤 務

の 期 間 の 延 長 を 受 け よ う と す る 場 合 に 準 用 す る 。  

5 職 員 は ， 育 児 休 業 又 は 育 児 短 時 間 勤 務 の 期 間 中 に ， 次 の 各 号 の い ず れ

か に 該 当 す る 事 由 が 生 じ た と き は ， 速 や か に 養 育 状 況 変 更 届 を 校 長 を 経

由 し て 任 命 権 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

(1) 産 前 の 休 暇 を 始 め ， 又 は 出 産 し た と き 。  

(2) 当 該 育 児 休 業 又 は 育 児 短 時 間 勤 務 の 承 認 に 係 る 子 が 死 亡 し た と

き 。  

(3) 当 該 育 児 休 業 又 は 育 児 短 時 間 勤 務 の 承 認 に 係 る 子 が 職 員 の 子 で な

く な っ た と き 。  

(4) 当 該 育 児 休 業 又 は 育 児 短 時 間 勤 務 の 承 認 に 係 る 子 を 養 育 し な く な

っ た と き 。  

6 前 各 項 に 規 定 す る 書 類 の 提 出 が あ っ た と き は ， 校 長 は ， 副 申 書 を 教 育

委 員 会 を 経 由 し て 任 命 権 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

7 第 1 項 前 段 ， 第 5 項 及 び 前 項 の 規 定 は ， 部 分 休 業 に つ い て 準 用 す る 。

こ の 場 合 に お い て ， 第 1 項 前 段 中 「 育 児 休 業 (育 児 休 業 延 長 )承 認 請 求

書 」 と あ る の は 「 部 分 休 業 承 認 請 求 書 」 と ， 「 任 命 権 者 」 と あ る の は

「 教 育 委 員 会 」 と ， 第 5 項 中 「 任 命 権 者 」 と あ る の は 「 教 育 委 員 会 」

と ， 前 項 中 「 教 育 委 員 会 を 経 由 し て 任 命 権 者 」 と あ る の は 「 教 育 委 員

会 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

(平 6 教 委 訓 令 1・ 平 15 教 委 訓 令 3・ 平 20 教 委 訓 令 4・  

平 29 教 委 訓 令 3・ 一 部 改 正 ) 

 

(大 学 院 修 学 休 業 ) 

第 10 条 の 4 職 員 は ， 教 育 公 務 員 特 例 法 (昭 和 24 年 法 律 第 1 号 )第 26 条 に

規 定 す る 大 学 院 修 学 休 業 の 許 可 を 受 け よ う と す る と き は ， 大 学 院 修 学 休

業 許 可 申 請 書 に ， 取 得 し よ う と す る 専 修 免 許 状 の 前 提 と な る 免 許 状 の 写

し 及 び 希 望 す る 大 学 院 等 で 専 修 免 許 状 を 取 得 す る た め に 必 要 な 単 位 が 修

得 可 能 で あ る こ と が 確 認 で き る 書 類 を 添 え て ， 校 長 を 経 由 し て 任 命 権 者

に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  



2 前 項 に 規 定 す る 書 類 の 提 出 が あ っ た と き は ， 校 長 は ， 副 申 を 添 え て 速

や か に 任 命 権 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

(平 13 教 委 訓 令 3・ 追 加 ， 平 16 教 委 訓 令 2・ 一 部 改 正 ) 

(修 学 部 分 休 業 ) 

第 10 条 の 5 職 員 は ， 地 方 公 務 員 法 (昭 和 25 年 法 律 第 261 号 )第 26 条 の 2

の 規 定 に よ る 修 学 部 分 休 業 の 承 認 を 受 け よ う と す る と き は ， 修 学 部 分 休

業 承 認 申 請 書 に ， 教 育 施 設 の 入 学 を 証 明 す る 書 類 を 添 付 し て ， 原 則 と し

て 修 学 部 分 休 業 を 始 め よ う と す る 日 の 3 月 前 ま で に ， 校 長 を 経 由 し て 教

育 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

2 職 員 は ， 修 学 す る 教 育 施 設 の 教 育 課 程 変 更 等 に よ り ， 承 認 さ れ た 休 業

時 間 等 を 変 更 す る 必 要 が 生 じ た と き は ， 修 学 部 分 休 業 変 更 承 認 申 請 書 を

速 や か に 校 長 を 経 由 し て 教 育 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

3 職 員 は ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 由 に 該 当 す る と き は ， 修 学 状 況 変 更 届 を

校 長 を 経 由 し て 教 育 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

(1) 入 学 を 許 可 さ れ な か っ た と き 。  

(2) 退 学 し た と き 。  

(3) 休 学 し た と き 。  

(4) 授 業 を 長 期 又 は 頻 繁 に 欠 席 す る こ と と な っ た と き 。  

4 前 3 項 に 規 定 す る 書 類 の 提 出 が あ っ た と き は ， 校 長 は ， 副 申 を 添 え て

速 や か に 教 育 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

(平 20 教 委 訓 令 4・ 追 加 ) 

 

(高 齢 者 部 分 休 業 ) 

第 10 条 の 6 職 員 は ， 地 方 公 務 員 法 第 26 条 の 3 の 規 定 に よ る 高 齢 者 部 分

休 業 の 承 認 を 受 け よ う と す る と き は ， 高 齢 者 部 分 休 業 承 認 申 請 書 を 原 則

と し て 高 齢 者 部 分 休 業 を 始 め よ う と す る 日 の 3 月 前 ま で に ， 校 長 を 経 由

し て 教 育 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

2 職 員 は ， 1 週 間 当 た り の 休 業 時 間 の 延 長 を 申 し 出 る 場 合 は ， 高 齢 者 部 分

休 業 時 間 延 長 承 認 申 請 書 を 速 や か に 校 長 を 経 由 し て 教 育 委 員 会 に 提 出 し

な け れ ば な ら な い 。  

3 前 2 項 に 規 定 す る 書 類 の 提 出 が あ っ た と き は ， 校 長 は ， 副 申 を 添 え て

速 や か に 教 育 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

(平 20 教 委 訓 令 4・ 追 加 ) 



 

 

 

(自 己 啓 発 等 休 業 ) 

第 10 条 の 7 職 員 は ， 地 方 公 務 員 法 第 26 条 の 5 の 規 定 に よ る 自 己 啓 発 等

休 業 の 承 認 を 受 け よ う と す る と き は ， 自 己 啓 発 等 休 業 承 認 申 請 書 に ， 大

学 等 課 程 の 履 修 又 は 国 際 貢 献 活 動 の 内 容 及 び 期 間 が 確 認 で き る 書 類 並 び

に 確 認 書 を 添 付 し て ， 原 則 と し て 自 己 啓 発 等 休 業 を 始 め よ う と す る 3 月

前 ま で に ， 校 長 を 経 由 し て 任 命 権 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

2 前 項 の 規 定 は ， 自 己 啓 発 等 を 行 う 大 学 等 課 程 の 履 修 又 は 国 際 貢 献 活 動

の 内 容 及 び 期 間 の 変 更 に よ り ， 承 認 さ れ た 休 業 期 間 の 延 長 の 承 認 を 受 け

よ う と す る 場 合 に つ い て 準 用 す る 。  

3 職 員 は ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 由 に 該 当 す る と き は ， 履 修 ・ 活 動 状 況 変

更 届 を 校 長 を 経 由 し て 任 命 権 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

(1) 大 学 等 課 程 の 履 修 又 は 国 際 貢 献 活 動 を 取 り や め た と き 。  

(2) 在 学 し て い る 課 程 を 休 学 し ， 停 学 に さ れ ， 若 し く は そ の 授 業 を 頻

繁 に 欠 席 し て い る と き 又 は 参 加 し て い る 奉 仕 活 動 の 全 部 若 し く は 一 部

を 行 っ て い な い と き 。  

(3) 大 学 等 課 程 の 履 修 又 は 国 際 貢 献 活 動 に 支 障 が 生 じ て い る と き 。  

4 前 3 項 に 規 定 す る 書 類 の 提 出 が あ っ た と き は ， 校 長 は ， 副 申 を 添 え て

速 や か に 教 育 委 員 会 を 経 由 し て 任 命 権 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

(平 20 教 委 訓 令 4・ 追 加 ) 

 

(配 偶 者 同 行 休 業 ) 

第 10 条 の 8 職 員 は ， 地 方 公 務 員 法 第 26 条 の 6 の 規 定 に よ る 配 偶 者 同 行

休 業 の 承 認 を 受 け よ う と す る 場 合 は ， 配 偶 者 同 行 休 業 承 認 申 請 書 に ， 配

偶 者 の 外 国 滞 在 事 由 及 び そ の 期 間 が 確 認 で き る 書 類 並 び に 職 務 復 帰 後 5

年 以 上 継 続 し て 勤 務 す る 意 思 が あ る こ と を 確 認 す る た め の 確 認 書 を 添 付

し て ， 原 則 と し て 配 偶 者 同 行 休 業 を 始 め よ う と す る 日 の 1 月 前 ま で に ，

校 長 を 経 由 し て 任 命 権 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

2 前 項 の 規 定 は ， 職 員 が 配 偶 者 同 行 休 業 の 期 間 の 延 長 の 承 認 を 受 け よ う

と す る 場 合 に つ い て 準 用 す る 。  



3 職 員 は ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 由 に 該 当 す る 場 合 は ， 配 偶 者 同 行 休 業 状

況 変 更 届 を 校 長 を 経 由 し て 任 命 権 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

(1) 配 偶 者 が 死 亡 し た 場 合  

(2) 配 偶 者 が 職 員 の 配 偶 者 で な く な っ た 場 合  

(3) 配 偶 者 と 生 活 を 共 に し な く な っ た 場 合  

(4) 配 偶 者 が 外 国 に 滞 在 し な い こ と と な っ た 場 合  

(5) 配 偶 者 の 外 国 滞 在 事 由 が ， 配 偶 者 同 行 休 業 の 対 象 と な る 事 由 に 該

当 し な く な っ た 場 合  

(6) そ の 他 配 偶 者 同 行 休 業 承 認 申 請 書 に 記 載 し た 事 項 に 変 更 が あ っ た

場 合  

4 前 3 項 に 規 定 す る 書 類 の 提 出 が あ っ た と き は ， 校 長 は ， 副 申 を 添 え て

速 や か に 教 育 委 員 会 を 経 由 し て 任 命 権 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

(令 4 教 委 訓 令 2・ 追 加 ) 

 

(病 状 報 告 ) 

第 11 条  職 員 は ， 傷 病 に よ る 休 暇 又 は 休 職 期 間 が 3 月 以 上 に わ た る と き

は ， 3 月 ご と に 病 状 報 告 書 に 医 師 の 診 断 書 を 添 付 し て 校 長 を 経 由 し て 教

育 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 

(診 断 書 等 の 提 出 ) 

第 12 条  職 員 は ， 次 条 に 規 定 す る 場 合 を 除 き ， 次 の 各 号 の い ず れ か に 該

当 す る と き は ， そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 期 限 ま で に 職 員 の 分 限 に 関 す

る 条 例 (昭 和 26 年 千 葉 県 条 例 第 59 号 )第 5 条 第 4 項 に 規 定 す る 医 師 2 人

以 上 の 診 断 書 を 校 長 を 経 由 し て 教 育 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

(1) 療 養 休 暇 (次 号 に 規 定 す る 場 合 を 除 く 。 )の 期 間 が 180 日 を 超 え る

と き  当 該 期 間 の 満 了 前 30 日  

(2) 結 核 性 疾 患 に よ る 療 養 休 暇 の 期 間 が 職 員 勤 務 時 間 等 規 則 第 8 条 第 2

項 に 規 定 す る 期 間 を 超 え る と き  当 該 期 間 の 満 了 前 30 日  

(3) 休 職 の 期 間 が 満 了 す る と き  当 該 期 間 の 満 了 前 2 月  

2 前 項 の 場 合 に お い て ， 病 気 が 結 核 性 疾 患 で あ る と き は ， 前 項 に 規 定 す

る 診 断 書 に エ ッ ク ス 線 フ ィ ル ム を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

(平 6 教 委 訓 令 1・ 平 7 教 委 訓 令 2・ 平 8 教 委 訓 令 1・  

平 9 教 委 訓 令 1・ 平 20 教 委 訓 令 4・ 平 29 教 委 訓 令 3・ 一 部 改 正 ) 



 

(復 帰 及 び 復 職 ) 

第 13 条  職 員 は ， 結 核 性 又 は 神 経 性 若 し く は 精 神 性 疾 患 に よ る 療 養 休 暇

の 承 認 を 受 け た 場 合 に お い て 勤 務 に 復 帰 し よ う と す る と き は ， 勤 務 復 帰

願 に 医 師 の 診 断 書 そ の 他 の 資 料 を 添 付 し て 校 長 を 経 由 し て 教 育 委 員 会 に

提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

2 職 員 は ， 専 従 許 可 の 有 効 期 間 の 満 了 日 前 に 職 務 に 復 帰 し よ う と す る と

き 又 は 職 員 団 体 の 役 員 で な く な っ た と き は ， 校 長 を 経 由 し て 任 命 権 者 に

そ の 旨 を 書 面 で 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

3 職 員 は ， 休 職 の 理 由 が 消 滅 し た こ と に よ り 出 勤 し よ う と す る と き は ，

速 や か に 復 職 願 に 医 師 の 診 断 書 そ の 他 の 休 職 理 由 の 消 滅 し た こ と を 証 す

る 書 類 を 添 付 し て 校 長 を 経 由 し て 任 命 権 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

(平 6 教 委 訓 令 1・ 平 7 教 委 訓 令 2・ 一 部 改 正 ) 

 

(事 務 引 継 ぎ ) 

第 14 条  職 員 は ， 転 任 し ， 休 職 し ， 若 し く は 退 職 を 命 じ ら れ ， 又 は 90 日

を 超 え る 休 暇 を 命 じ ら れ ， 若 し く は 承 認 さ れ た と き は ， そ の 辞 令 ， 命 令

又 は 承 認 を 受 け た 日 か ら 7 日 以 内 に そ の 職 務 に 関 す る 一 切 の 事 務 を 後 任

者 又 は 代 理 者 に 引 き 継 ぎ ， 校 長 の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

2 前 項 の 場 合 に お い て ， 校 長 は ， 事 務 引 継 ぎ を す る と き は ， 事 務 引 継 ぎ

書 に よ り 引 き 継 ぎ ， そ の 副 本 を 教 育 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

(平 6 教 委 訓 令 1・ 平 11 教 委 訓 令 2・ 平 20 教 委 訓 令 4・ 一 部 改 正 ) 

 

(赴 任 ) 

第 15 条  新 た に 職 員 に 採 用 さ れ ， 又 は 転 任 を 命 じ ら れ た 者 は ， 遅 滞 な く

新 任 地 に 赴 任 し な け れ ば な ら な い 。  

(平 7 教 委 訓 令 2・ 一 部 改 正 ) 

 

(兼 職 等 ) 

第 16 条  職 員 は ， 他 の 職 を 兼 ね よ う と す る と き 又 は 他 の 事 業 若 し く は 事

務 等 に 従 事 し よ う と す る と き 若 し く は 営 利 企 業 等 に 従 事 し よ う と す る と

き は ， あ ら か じ め 兼 職 (兼 業 )許 可 願 を 校 長 を 経 由 し て 教 育 委 員 会 に 提 出

し ， そ の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  



(平 6 教 委 訓 令 1・ 一 部 改 正 ) 

 

 

 

(受 験 ) 

第 17 条  職 員 は ， 入 学 試 験 若 し く は 選 考 又 は 資 格 試 験 を 受 け よ う と す る

と き は ， あ ら か じ め 受 験 届 を 所 属 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

(平 6 教 委 訓 令 1・ 一 部 改 正 ) 

 

(職 務 専 念 義 務 の 免 除 ) 

第 18 条  職 員 は ， 柏 市 職 員 の 職 務 に 専 念 す る 義 務 の 特 例 に 関 す る 条 例 (昭

和 30 年 柏 市 条 例 第 25 号 )第 2 条 の 規 定 に よ り ， 職 務 に 専 念 す る 義 務 の

免 除 を 受 け よ う と す る と き は ， 職 務 専 念 義 務 免 除 承 認 申 請 書 を 校 長 に 提

出 し ， そ の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 た だ し ， 職 員 の 引 き 続 き 8 日

(校 長 に あ っ て は 3 日 )以 上 に わ た る も の に あ っ て は ， 職 務 専 念 義 務 免 除

承 認 申 請 書 を 校 長 を 経 由 し て 教 育 長 に 提 出 し ， そ の 承 認 を 受 け な け れ ば

な ら な い 。  

(平 6 教 委 訓 令 1・ 平 7 教 委 訓 令 2・ 一 部 改 正 ) 

 

(履 歴 事 項 の 変 更 ) 

第 19 条  職 員 は ， 氏 名 ， 本 籍 地 ， 現 住 所 ， 学 歴 等 に 異 動 を 生 じ た と き

は ， 履 歴 事 項 異 動 届 に そ の 事 実 を 証 す る 書 類 (教 育 委 員 会 の 指 定 す る 書

類 )を 添 付 し て 校 長 を 経 由 し て 教 育 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

(平 6 教 委 訓 令 1・ 一 部 改 正 ) 

 

(退 職 ) 

第 20 条  職 員 は ， 退 職 し よ う と す る と き は ， 退 職 願 を 校 長 を 経 由 し て 任

命 権 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て ， 退 職 の 理 由 が 傷

病 に よ る も の で あ る と き は ， 医 師 の 診 断 書 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

(平 6 教 委 訓 令 1・ 一 部 改 正 ) 

 

(準 用 ) 



第 21 条  柏 市 立 小 学 校 及 び 中 学 校 管 理 規 則 第 3 条 に 規 定 す る 学 校 栄 養 職

員 (職 員 給 与 条 例 第 1 条 の 2 第 1 項 第 2 号 に 規 定 す る 職 員 を 除 く 。 )及 び

そ の 他 の 職 員 の 服 務 は ， 前 条 ま で の 規 定 (第 4 条 及 び 第 15 条 を 除 く 。 )

に か か わ ら ず ， 柏 市 教 育 委 員 会 処 務 規 程 (昭 和 41 年 柏 市 教 育 委 員 会 訓 令

第 1 号 )第 12 条 の 例 に よ る 。  

(平 20 教 委 訓 令 4・ 全 改 ) 

 

(補 則 ) 

第 22 条  こ の 訓 令 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は ， 別 に 定 め る 。  

  



附  則  

1 こ の 規 程 は ， 昭 和 39 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

2 柏 市 立 学 校 職 員 服 務 規 程 (昭 和 31 年 柏 市 教 育 委 員 会 規 程 第 1 号 )は ， 廃

止 す る 。  

附  則 (昭 和 42 年 教 育 委 員 会 訓 令 第 1 号 ) 

こ の 規 程 は ， 昭 和 42 年 7 月 15 日 か ら 適 用 す る 。  

附  則 (昭 和 44 年 教 育 委 員 会 訓 令 第 2 号 ) 

こ の 規 程 は ， 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 (昭 和 47 年 教 育 委 員 会 訓 令 第 1 号 ) 

こ の 規 程 は ， 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 (昭 和 48 年 教 育 委 員 会 訓 令 第 2 号 ) 

こ の 訓 令 は ， 令 達 の 日 か ら 施 行 し ， 昭 和 48 年 7 月 20 日 か ら 適 用 す る 。  

附  則 (昭 和 51 年 教 育 委 員 会 訓 令 第 2 号 ) 

(施 行 期 日 ) 

1 こ の 訓 令 は ， 公 示 の 日 か ら 施 行 す る 。  

(経 過 措 置 ) 

2 昭 和 51 年 4 月 1 日 か ら こ の 訓 令 の 施 行 の 日 の 前 日 ま で の 間 に お い て ，

千 葉 県 教 育 委 員 会 教 育 長 の 定 め る と こ ろ に 基 づ い て な さ れ た 育 児 休 業 の

許 可 の 申 請 は ， こ の 訓 令 に よ る 改 正 後 の 柏 市 立 学 校 職 員 服 務 規 程 の 規 定

に 基 づ く 育 児 休 業 の 許 可 の 申 請 と み な す 。  

附  則 (昭 和 53 年 教 育 委 員 会 訓 令 第 1 号 ) 

こ の 訓 令 は ， 令 達 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 (昭 和 58 年 教 育 委 員 会 訓 令 第 3 号 ) 

こ の 訓 令 は ， 令 達 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 (昭 和 60 年 教 育 委 員 会 訓 令 第 1 号 ) 

こ の 訓 令 は ， 令 達 の 日 か ら 施 行 し ， 改 正 後 の 柏 市 立 学 校 職 員 服 務 規 程 の

規 定 は ， 昭 和 55 年 4 月 1 日 か ら 適 用 す る 。  

附  則 (昭 和 60 年 教 育 委 員 会 訓 令 第 3 号 ) 

こ の 訓 令 は ， 令 達 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 (昭 和 61 年 教 育 委 員 会 訓 令 第 1 号 ) 

こ の 訓 令 は ， 令 達 の 日 か ら 施 行 し ， 改 正 後 の 柏 市 立 学 校 職 員 服 務 規 程 別

記 第 3 号 様 式 及 び 第 4 号 様 式 の 規 定 は ， 昭 和 60 年 7 月 1 日 か ら 適 用 す

る 。  



附  則 (平 成 元 年 教 育 委 員 会 訓 令 第 1 号 ) 

こ の 訓 令 は ， 令 達 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 (平 成 4 年 教 育 委 員 会 訓 令 第 2 号 ) 

こ の 訓 令 は ， 令 達 の 日 か ら 施 行 し ， こ の 訓 令 に よ る 改 正 後 の 柏 市 立 学 校

職 員 服 務 規 程 の 規 定 は 平 成 4 年 4 月 1 日 か ら 適 用 す る 。  

附  則 (平 成 6 年 教 育 委 員 会 訓 令 第 1 号 ) 

こ の 訓 令 は ， 令 達 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 (平 成 6 年 教 育 委 員 会 訓 令 第 2 号 ) 

こ の 訓 令 は ， 令 達 の 日 か ら 施 行 し ， こ の 訓 令 に よ る 改 正 後 の 柏 市 立 学 校

職 員 服 務 規 程 の 規 定 は 平 成 6 年 4 月 1 日 か ら 適 用 す る 。  

附  則 (平 成 7 年 教 育 委 員 会 訓 令 第 2 号 ) 

こ の 訓 令 は ， 令 達 の 日 か ら 施 行 し ， こ の 令 達 に よ る 改 正 後 の 柏 市 立 学 校

職 員 服 務 規 程 の 規 定 は 平 成 7 年 4 月 1 日 か ら 適 用 す る 。  

附  則 (平 成 8 年 教 育 委 員 会 訓 令 第 1 号 ) 

こ の 訓 令 は ， 令 達 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 (平 成 8 年 教 育 委 員 会 訓 令 第 3 号 ) 

こ の 訓 令 は ， 令 達 の 日 か ら 施 行 し ， こ の 訓 令 に よ る 改 正 後 の 柏 市 立 学 校

職 員 服 務 規 程 の 規 定 は 平 成 8 年 4 月 1 日 か ら 適 用 す る 。  

附  則 (平 成 9 年 教 育 委 員 会 訓 令 第 1 号 ) 

こ の 訓 令 は ， 令 達 の 日 か ら 施 行 し ， こ の 訓 令 に よ る 改 正 後 の 柏 市 立 学 校

職 員 服 務 規 程 の 規 定 は 平 成 9 年 2 月 17 日 か ら 適 用 す る 。  

附  則 (平 成 11 年 教 育 委 員 会 訓 令 第 2 号 ) 

こ の 訓 令 は ， 令 達 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 (平 成 13 年 教 育 委 員 会 訓 令 第 3 号 ) 

こ の 訓 令 は ， 令 達 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 (平 成 14 年 教 育 委 員 会 訓 令 第 5 号 ) 

(施 行 期 日 ) 

1 こ の 訓 令 は ， 令 達 の 日 か ら 施 行 す る 。  

(経 過 措 置 ) 

2 改 正 後 の 柏 市 立 学 校 職 員 服 務 規 程 第 9 条 の 規 定 は ， 平 成 14 年 6 月 3 日

以 後 に 行 わ れ る 研 修 に つ い て 適 用 し ， 同 日 前 に 行 わ れ る 研 修 に つ い て

は ， な お 従 前 の 例 に よ る 。  

附  則 (平 成 15 教 育 委 員 会 訓 令 第 3 号 ) 



こ の 訓 令 は ， 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 (平 成 16 年 教 育 委 員 会 訓 令 第 2 号 ) 

こ の 訓 令 は ， 平 成 16 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 (平 成 18 年 教 育 委 員 会 訓 令 第 2 号 ) 

こ の 訓 令 は ， 令 達 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 (平 成 20 年 教 育 委 員 会 訓 令 第 4 号 ) 

こ の 訓 令 は ， 令 達 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 (平 成 21 年 教 育 委 員 会 訓 令 第 2 号 ) 

こ の 訓 令 は ， 平 成 21 年 9 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 (平 成 29 年 教 育 委 員 会 訓 令 第 3 号 ) 

こ の 訓 令 は ， 令 達 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 (令 和 4 年 教 育 委 員 会 訓 令 第 2 号 ) 

こ の 訓 令 は ， 令 和 4 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 (令 和 5 年 教 育 委 員 会 訓 令 第 3 号 ) 

こ の 訓 令 は ， 令 和 5 年 10 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

 


